
令和４年８月３日 

港湾空港局物流振興課

第三セクターの経営情報について 

報告対象団体 ひびきコンテナターミナル株式会社 

会社概要 

会 社 の 

事 業 概 要 

１ コンテナターミナル及びそれに付随する関連施設の管理運営補助業

務 

２ コンテナターミナル及びそれに付随する関連施設の性能維持外業務 

３ 電気工事業 

４ 上記各項目に付帯関連する事業 

資 本 金 額 10,000 千円 

本市の出資額 1,000 千円 

本市の出資割合 10 ％ 

従 業 員 数 9 人 

営 業 報 告 の 要 点 

市からの委託事業である、「ひびきコンテナターミナル管理運営業務」

として、ターミナルの管理運営補助及び施設や荷役機械の点検維持管理

等を行った。 

 作業収入は、262,289千円（前期比 +1％）となった。 

 また、作業原価、販売費及び一般管理費は、241,733 千円（前期比 

+2.6%）となった。 

収支状況 

の 要 点 

当 期 純 利 益 15,301 千円 

前年度との比較 

〇営業利益は、20,556千円で、 

 前期比3,496千円（-14.5％）の減となった。 

〇経常利益は、21,519千円で、 

 前期比5,344千円（-19.9％）の減となった。 

〇当期純利益は、15,301 千円で、 

 前期比3,459千円（-18.4％）の減となった。 

その他 

(剰余金・欠損金、設備

投資、資金調達など)

ひびきコンテナターミナル㈱と各債権者との間で結ばれた弁済契約に

基づき、令和４年度に令和３年度の当期純利益（15,301 千円）の内

80％を、各債権者の債権額比率に応じて返済した。（北九州市に対して

は、国際物流特区企業集積特別助成金の返還金として、871,857 円を

返済済み） 

繰 越 利 益 剰 余 金 －1,398,115 千円 

株主総会 

令和4年6月２3日

開 催 

監 査 報 告 監査役１名が監査を実施した結果、適法かつ正確であった。 

議 案 

(1)決議事項 

・第１号議案 第１９期（令和３年 4 月 1 日から令和４年 3 月 31

日まで）計算書類承認の件 

・第２号議案 取締役２名選任の件 

・第３号議案 監査役選任の件 

いずれの議案も異議なく承認可決 

（令和４年３月３１日現在） 

資 料 ４

1



2



3



4



5



6



－ 3 －

３．会社役員に関する事項 

(1) 取締役及び監査役の状況（令和 04年 3月 31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 深 江  昭 一 社長 株式会社上組 八幡支店長

取 締 役 京 極  明 博 統括部長 株式会社上組 八幡支店アドバイザー

取 締 役 タン ケー チャイ  CEO, PSA NE Asia Region 

取 締 役 リン チン チュアン  CFO, PSA NE Asia Region 

取 締 役 石 田  学 山九株式会社 若松支店長

取 締 役 那 口  洋 日本通運株式会社 ひびき海運支店長

取 締 役 猪 俣 智 巳 日鉄物流八幡株式会社 物流営業部長

取 締 役 辻  誠 治 北九州市 港湾空港局 局長

監 査 役 川 上  勉  山九株式会社 九州エリア統括部経理ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

 (2) 役 員 報 酬 等 の 総 額 

  該当はありません。 

（注） 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

４．業務の適正を確保するための体制の整備について

第１６回取締役会(平成１８年６月８日)において「内部統制システムの構築に関する基本方針の

件」を決議しました。内容は下記の通りであります。（抜粋）

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 社会倫理や法令の遵守を徹底し、公正・適正な経営を実現、企業の社会的責任を果たす。

② 取締役会は、法令、定款、取締役会規程等に従い、会社の業務執行を決定する。

(2)  使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 ① 使用人が常にコンプライアンスを意識して職務を執行することを確保するために、前記 (1)

   の ① の実践的運用と徹底を図る。

 ② 職制を通じて適正な業務執行の徹底及び管理を行う。

(3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  ① 取締役の職務執行の係る文書及びその他重要な情報を、法令及び社内規程に基づき適正に

保存及び管理する。

  ② 取締役の職務執行に係る情報の作成・保存・管理状況について、監査役の監査を受ける。

(4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① リスク管理に関する規程を策定し、管理体制の整備を進め、当社のリスクを特定したうえ

で、リスクへの適切な対応を図る。
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